
８月３０日（月）　株式会社黒滝森物語村　寄付

主な内容主な内容
2021 年10⽉号

くろたき
広報 No.472

Ｐ２　　　議会だよりＰ２　　　議会だより
Ｐ３　　　村の話題Ｐ３　　　村の話題
Ｐ３～４Ｐ３～４　お知らせ　お知らせ
Ｐ５　　　新型コロナワクチンＰ５　　　新型コロナワクチン
　　　　　接種結果報告と今後　　　　　接種結果報告と今後
　　　　　について　　　　　について
Ｐ６～７　令和２年度決算Ｐ６～７　令和２年度決算
Ｐ１０　　黒滝村地域振興券のＰ１０　　黒滝村地域振興券の
　　　　　使用期限について　　　　　使用期限について
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税等の納期

１１月１日（月）

住民税　　　　  第３期
国民健康保険税  第４期
介護保険料　　  第４期
後期高齢者医療  第４期

忘れずに
納付しましょう！

第
６
回
議
会
定
例
会

第
６
回
議
会
定
例
会

議
会
活
動
状
況

議
会
活
動
状
況

 

９
月

３
日
●
第
6
回
議
会
定
例
会　

開
会

　
　
　

総
務
厚
生
常
任
委
員
会

　
　
　

経
済
建
設
常
任
委
員
会

10
日
●
第
6
回
議
会
定
例
会　

再
開

　
　
　

一
般
質
問

　
　
　

閉
会

16
日
●
区
長
会

　

令
和
３
年
第
６
回
議
会
定
例
会
が

９
月
３
日
（
金
）
〜
10
日
（
金
）
に
か

け
て
開
催
さ
れ
、
18
の
議
案
が
審
議
さ

れ
、
そ
れ
ぞ
れ
原
案
ど
お
り
可
決
・
同

意
さ
れ
ま
し
た
。

　

審
議
さ
れ
た
内
容
は
次
の
と
お
り
で

す
。

◆
一
般
質
問

 

・
大
水
害
後
の
村
づ
く
り
に
つ
い
て

 

・
観
光
施
設
の
対
応
に
つ
い
て

（
九
鬼
議
員
）

◆
人
事
案
件

 

・
議
案
第
１
号　

人
権
擁
護
委
員
の
推

薦
に
つ
き
同
意
を
求
め
る
こ
と
に
つ

い
て

24
日
●
例
月
出
納
検
査

◆
条
例
改
正

 

・
議
案
第
２
号　

黒
滝
村
の
特
別
職
の

職
員
で
非
常
勤
の
も
の
の
報
酬
及
び

費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

　

改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

 

・
議
案
第
３
号　

黒
滝
村
あ
ふ
れ
る
緑

の
ふ
る
さ
と
寄
付
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
に
つ
い
て

 

・
議
案
第
4
号　

過
疎
地
域
の
持
続
的

発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法

に
係
る
村
税
の
特
別
措
置
条
例
に
つ

　

い
て

 

・
議
案
第
5
号　

黒
滝
村
手
数
料
徴
収

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ

い
て

◆
補
正
予
算

 

・
議
案
第
6
号　

令
和
３
年
度
黒
滝
村

一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）
に

つ
い
て

「
検
察
審
査
会
」
を

ご
存
知
で
し
ょ
う
か

　

裁
判
員
制
度
と
は
、
一
般
の
国
民
が

（
一
事
件
に
つ
い
て
６
人
の
裁
判
員
が

あ
な
た
も
い
つ
か
審
査
員
に
選
ば
れ
る

こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

審
査
員
に
選
ば
れ
た
と
き
に
は
、
住
民

の
代
表
と
し
て
こ
の
仕
事
に
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

　

検
察
審
査
会
と
は
、
選
挙
権
を
有

す
る
国
民
の
中
か
ら
く
じ
で
選
ば
れ

た
11
人
の
有
権
者
が
、
一
般
国
民
の

代
表
と
し
て
検
察
審
査
員
に
選
定
さ
れ
、検

察
庁
が
不
起
訴
処
分
と
し
た
刑
事
事
件

に
つ
い
て
そ
の
判
断
が
妥
当
か
ど
う
か

を
民
間
人
が
審
査
、
意
見
を
提
出
す
る

こ
と
が
主
な
仕
事
で
す
。

　

な
お
、
被
害
者
と
し
て
検
察
審
査
会

へ
の
申
立
は
無
料
で
行
え
ま
す
。

◆
お
問
合
せ
先　

　

葛
城
検
察
審
査
会
事
務
局　

　

☎
０
７
４
５
‐
５
３
‐
１
０
１
２

裁
判
員
制
度
の
お
知
ら
せ

選
ば
れ
ま
す
）、
地
方
裁
判
所
で
行
わ

れ
る
刑
事
裁
判
に
参
加
し
、裁
判
官（
３

人
）
と
一
緒
に
被
告
人
が
有
罪
か
無
罪

か
、
有
罪
の
場
合
ど
の
よ
う
な
刑
に
す

る
の
か
を
決
め
る
制
度
で
す
。

　

裁
判
員
制
度
で
は
、
裁
判
の
進
め
方

や
そ
の
内
容
に
国
民
の
視
点
、
感
覚
が

反
映
さ
れ
ま
す
。
そ
の
結
果
、
裁
判
全

体
に
対
す
る
国
民
の
理
解
が
深
ま
り
、

裁
判
が
よ
り
身
近
に
感
じ
ら
れ
、
司
法

へ
の
信
頼
が
高
ま
っ
て
い
く
こ
と
が
期

待
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

裁
判
員
も
同
じ
く
選
挙
権
を
有
す
る

国
民
の
中
か
ら
く
じ
で
選
ば
れ
ま
す
。

裁
判
員
に
選
ば
れ
た
と
き
に
は
住
民
の

代
表
と
し
て
こ
の
仕
事
に
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

◆
お
問
合
せ
先　

　

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

　
（
役
場
総
務
課
内
）

　

県
立
明
日
香
養
護
学
校
で
は
、
肢
体

不
自
由
を
有
す
る
幼
児
児
童
生
徒
、
病

弱
教
育
対
象
生
徒
の
保
護
者
や
担
任
に

明
日
香
養
護
学
校

　
　

令
和
３
年
度
第
２
回　

　
　
　

体
験
学
習
の
ご
案
内

　

株
式
会
社
黒
滝
森
物
語
村
よ
り
、
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
な
ど

に
役
立
て
て
く
だ
さ
い
と
一
千
万
円
を

寄
付
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
拡

大
に
よ
り
住
民
生
活
や
経
済
活
動
な
ど

に
甚
大
な
影
響
が
出
て
い
る
中
、
多
額

の
寄
付
に
心
か
ら
お
礼
を
申
し
上
げ
ま

す
。

　

大
切
に
活
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。 株

式
会
社
黒
滝

                  

森
物
語
村
寄
付

のの話話題題村村

対
し
て
、
本
校
の
教
育
に
つ
い
て
の
理

解
と
認
識
を
深
め
て
い
た
だ
く
た
め
に

教
育
相
談
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

「
第
２
回
体
験
学
習
」

◆
対
象　

肢
体
不
自
由
を
有
す
る
年
長

児
、
小
学
６
年
生
、
中
学
３
年
生
、

病
弱
教
育
対
象
の
中
学
３
年
生
と

そ
の
保
護
者
、
担
任

◆
日
時　

○
肢
体
不
自
由
教
育
部
門

　

●
小
学
部

　
　

11
月
17
日
（
水
）

　
　

午
後
１
時
30
分
〜
４
時

●
中
学
部　

　

11
月
24
日
（
水
）

　

午
後
１
時
30
分
〜
４
時

●
高
等
部　

　

11
月
10
日
（
水
）

　

午
後
１
時
30
分
〜
４
時

●
高
等
部　
　
　
　

　

11
月
10
日
（
水
）

　

午
後
１
時
30
分
〜
４
時

◆
お
問
合
せ
・
お
申
込
み
先

　

奈
良
県
立
明
日
香
養
護
学
校

　

高
市
郡
明
日
香
村
川
原
４
１
０

　

☎
０
７
４
４
‐
５
４
‐
３
３
８
０

　
（
担
当　

教
育
支
援
部
）

○
病
弱
教
育
部
門

議

会

・
議
案
第
16
号　

令
和
２
年
度
黒
滝
村

下
水
道
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決

算
の
認
定
に
つ
い
て

◆
そ
の
他

・
議
案
第
17
号　

黒
滝
村
過
疎
地
域
持

続
的
発
展
計
画
（
案
）
に
つ
い
て

・
議
案
第
18
号　

黒
滝
村
辺
地
総
合
整

備
計
画
に
つ
い
て

・
報
告
第
１
号　

令
和
２
年
度
財
政
健

全
化
判
断
比
率
の
報
告
に
つ
い
て

・
意
見
案
第
１
号　

コ
ロ
ナ
禍
に
よ
る

厳
し
い
財
政
状
況
に
対
処
し
地
方
税

財
源
の
充
実
を
求
め
る
意
見
書
に
つ

い
て

6
日
●
決
算
審
査
特
別
委
員
会

 

・
議
案
第
7
号　

令
和
３
年
度
黒
滝
村

国
民
健
康
保
険
事
業
特
別
会
計
補
正

予
算
（
第
２
号
）
に
つ
い
て

簡
易
水
道
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
２
号
）
に
つ
い
て

・
議
案
第
10
号　

令
和
３
年
度
黒
滝

村
下
水
道
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
１
号
）
に
つ
い
て

◆
決
算
認
定

・
議
案
第
11
号　

令
和
２
年
度
黒
滝
村

一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に

つ
い
て

・
議
案
第
12
号　

令
和
２
年
度
黒
滝
村

国
民
健
康
保
険
事
業
特
別
会
計
歳
入

歳
出
決
算
の
認
定
に
つ
い
て

・
議
案
第
13
号　

令
和
２
年
度
黒
滝
村

介
護
保
険
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算

の
認
定
に
つ
い
て

・
議
案
第
14
号　

令
和
２
年
度
黒
滝
村

後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計
歳
入
歳

出
決
算
の
認
定
に
つ
い
て

 

・
議
案
第
15
号　

令
和
２
年
度
黒
滝
村

簡
易
水
道
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出

決
算
の
認
定
に
つ
い
て

 

・
議
案
第
8
号　

令
和
３
年
度
黒
滝
村

介
護
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

１
号
）
に
つ
い
て

 

・
議
案
第
9
号　

令
和
３
年
度
黒
滝
村
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　新型コロナワクチン接種の有無にかかわらず、引き続き人と人との距離を保ち、マスク
の着用やこまめな手洗い、咳エチケット、換気を心がけ、さらなる感染予防対策に努めて
いただきますようお願い致します。

◆お問合せ先　保健福祉課

聞
こ
え
の
相
談
会

聞
こ
え
の
相
談
会  

　

様
々
な
事
情
か
ら
保
護
者
と
「
と
も

に
暮
ら
す
」
こ
と
が
難
し
い
子
ど
も

達
。
奈
良
県
で
は
４
２
５
名
（
※
令
和

３
年
３
月
31
日
現
在
）
も
の
子
ど
も
達

が
、保
護
者
の
元
を
離
れ
て
施
設
や「
里

親
」
と
呼
ば
れ
る
家
庭
で
暮
ら
し
て
い

ま
す
。

　

児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
て
ん
り
で

は
、
里
親
の
登
録
方
法
や
子
ど
も
達
を

取
り
巻
く
現
状
な
ど
、
里
親
制
度
に
関

す
る
ご
説
明
を
個
別
に
実
施
し
て
お
り

ま
す
。
申
込
み
は
無
料
で
す
。
お
気
軽

に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

子
ど
も
達
の
明
る
い
未
来
に
向
か
っ

て
、
里
親
、
始
め
ま
せ
ん
か
？

◆
お
申
込
・
お
問
合
せ
先

　

奈
良
県
里
親
支
援
機
構　

　

児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
て
ん
り

　

天
理
市
別
所
町
７
１
５
‐
３

　

☎
０
７
４
３
‐
８
５
‐
５
５
６
７

　

メ
ー
ル:  

　
　
　
　

　

http://nara-satooya.com
/

◆
日
時

　

11
月
７
日
（
日
）

　

午
後
２
時
〜
３
時
30
分
（
予
定
）

◆
内
容

○
講
演

　

講
師　

奈
良
県
立
医
科
大
学
耳
鼻
咽

　

喉
・
頭
頸
部
外
科
学

　
　
　
　
　
　
　
　

西
村　

忠
己
先
生

　

テ
ー
マ
「
難
聴
と
治
療
」

○
体
験
発
表　

補
聴
器
・
人
工
内
耳
装

　

用
者

○
個
別
相
談　

補
聴
器
販
売
店
・
人
工

　

内
耳
メ
ー
カ
ー

◆
場
所

　

生
駒
市
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
４

　

階
４
０
２
・
４
０
３
・
４
０
４
会
議
室

　

生
駒
市
元
町
１
‐
６
‐
12

　

近
鉄　

生
駒
駅
か
ら
南
へ
徒
歩

　

約
３
分

◆
主
催　

　

奈
良
県
聴
覚
障
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー

◆
共
催

　

奈
良
県
中
途
失
聴
・
難
聴
者
協
会
／

生
駒
市
難
聴
者
協
会

◆
参
加
費　

無
料

◆
申
込　

10
月
１
日
（
金
）
よ
り

　

先
着
60
名
ま
で
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
・

　

Ｔ
Ｅ
Ｌ
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
・
来
所
に
て
受
付

10
月
は
里
親
月
間
で
す
！

foster-support@
w
elfar

etenri.com

◆
お
問
合
せ
先

　

奈
良
県
聴
覚
障
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
７
４
４
‐
２
１
‐
７
８
８
０

　
　

０
７
４
４
‐
２
１
‐
７
８
８
８

　

https://nds-center.nara.jp/

職
場
の
お
悩
み
、
ご
相
談
く
だ
さ
い

休
日
・
夜
間
労
働
相
談
会

　

弁
護
士
、
大
学
教
授
な
ど
の
「
公

益
委
員
」、
労
働
組
合
の
役
員
な
ど

の
「
労
働
者
委
員
」、
会
社
役
員
、

企
業
経
営
者
な
ど
の
「
使
用
者
委

員
」
の
３
名
の
労
働
委
員
会
委
員
が

相
談
員
と
な
り
、
労
働
条
件
そ
の
他

労
働
関
係
に
関
す
る
相
談
（
募
集
採

用
な
ど
の
相
談
は
対
象
外
）
を
お
受

け
し
ま
す
。
一
人
30
分
程
度
で
す
。

◆
対
象

 

・
県
内
在
住
・
在
勤
の
労
働
者

 

・
県
内
に
事
業
所
の
あ
る
事
業
主

◆
費
用　

無
料
（
要
予
約
）

【
休
日
相
談
会
】

〈
相
談
会
①
〉

◆
日
時　

10
月
17
日
（
日
）

　
　
　
　

午
後
１
時
30
分
〜
４
時

◆
場
所　

奈
良
県
産
業
会
館

　
　
　
　
（
大
和
高
田
市
幸
町
２
‐
33
）

〈
相
談
会
②
〉

◆
日
時　

10
月
24
日
（
日
）

　
　
　
　

午
後
１
時
30
分
〜
４
時

◆
場
所　

奈
良
県
立
図
書
情
報
館

（
奈
良
市
大
安
寺
西
１
‐
１
０
０
０
）

【
夜
間
相
談
会
】

◆
日
時　

10
月
14
日
（
木
）

　
　
　
　

午
後
６
時
30
分
〜
８
時
30
分

◆
場
所　

奈
良
県
文
化
会
館

　
　
　
　
（
奈
良
市
登
大
路
町
６
‐
２
）

◆
お
申
込
・
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問
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問
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付
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９
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）
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地
域
事
務
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４
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‐
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２
‐
３
７
８
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　黒滝村内での新型コロナワクチン集団接種は終了しました。円滑な事業運営にご協力いただ
き、ありがとうございました。事業結果を報告させていただきます。

◆接種日数
　４月２２日～8月２９日の
うち ２１日間（平日１７日、
土曜日２日、日曜日２日）

　　　 新型コロナワクチン接種について　　
   まだ接種がお済みでない方は、南和医療企業団にて無料で接種することができますので、各
会場へ直接お申込みください。
   お申込み後、予診票を保健福祉課からお渡ししますので、ご連絡ください。

　  南奈良総合医療センター
◆対象者　１２歳以上の方
◆予約方法
　☎０７４７－５４－５０８３
　平日１０：００～１５：００

　  　　　 吉野病院
◆対象者　１８歳以上の方
◆予約方法
　☎０７４６－３２－４３２１
　平日１０：００～１５：００

　  　　　 五條病院
◆対象者　１８歳以上の方
◆予約方法
　☎０７４７－２６－５６７０
　平日　９：００～１８：００

※１２～１７歳の方は南奈良総合医療センターのみとなります。　
※１５歳までのお子様の接種には必ず保護者同伴をお願いします。
※１回目の予約が確定すると、同接種会場にて３週間後の同じ時間帯に２回目の予約が自動的 
    に入ります。  
※今回の予約分はファイザー社製のワクチンとなります。

FAX

◆接種当日の持ち物　①クーポン券（接種券）　②本人確認書類（運転免許証、健康保険証等）
　③記入済みの予診票（体温は記入しないでください）④お薬手帳（お持ちの方のみ）

◆接種会場　
　黒滝村国民健康保険診療所                                                                                      

新型コロナワクチン接種結果報告と今後について
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令和２年度　黒滝村の決算令和２年度　黒滝村の決算
令和２年度　決算

　令和２年度の黒滝村の決算がまと
まり、9月３日から開かれた令和３
年第６回黒滝村議会定例会で認定さ
れました。
　決算とは、村が１年間に使った金
額と財源として入った金額をまとめ
たもので、みなさんの納めていただ
いた大切な税金を村がどのように
使ったかの実績報告ともいえます。

◆一般会計◆
　村の会計はいくつかに分かれていますが、そのうち
令和２年度の一般会計の歳入の総額と、昨年度より
の繰越金４２３９万円余り及び、以前より積み立てて
いた村営住宅基金等１１９万円を取り崩し繰り入れし
て、総額は１５億９９５９万２６０８円、歳出の総額は
１５億６４２２万３３６１円、歳入から歳出を差し引く
と３５３６万９２４７円で、翌年度へ繰り越すべき財源
を７０００円とし、実質収支額は、３５３６万２２４７
円の黒字となりました。

①地方交付税

②国庫支出金

③村債

④県支出金

⑤村税

⑥諸収入

⑦繰越金

⑧地方譲与税

⑨地方消費税交付金

⑩分担金及び負担金

⑪使用料及び手数料

⑫繰入金

⑬その他

8億 2052 万 3000 円

2億 3784 万 5885 円

2億 2356 万 3000 円

7194 万   880 円

　6932 万 1033 円

6186 万 5882 円

4239 万 2223 円

3069 万 5000 円

1410 万 7000 円

　884 万 4228 円

770 万 8180 円

119 万円

959 万 6297 円

①総務費

②教育費

③衛生費

④民生費

⑤農林水産業費

⑥消防費

⑦公債費

⑧土木費

⑨商工費

⑩議会費

⑪労働費

3億 2355 万 9938 円

2億 4925 万 8797 円

２億 3742 万 6884 円

１億 6476 万 8593 円

1億 6049 万   517 円

1 億 5101 万 5837 円

１億 2287 万 2812 円

8271 万 3459 円

3866 万 3074 円

3149 万 8246 円

195 万 5204 円

⑨⑩
⑪⑫⑬

令和２年度　決算

令和２年度黒滝村財政健全化判断比率の概要

用語解説
●実質赤字比率…一般会計の赤字の割合　●連結実質赤字比率…全会計の赤字の割合
●実質公債費比率…借入金の返済額とそれに順ずる経費の割合
●将来負担比率…借入金や将来支払う可能性のある負担等の割合　●資金不足比率…公営企業の資金不足の割合
●早期健全化比率…各比率が早期健全化基準を超えた場合、財政健全化計画を議会を経て策定、公表するとと
　　　　　　　　　もに総務大臣・県知事へ報告します。
●財政再生基準…実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率が財政再生基準以上の場合、財政再生計
　　　　　　　　画を議会を経て策定、公表するとともに総務大臣へ協議し、同意を求めます。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律の定めにより、健全化判断比率の公表を行います。
いずれの比率も基準を超えることなく、健全であるといえます。

財政健全化判断比率 公営企業会計の資金不足比率

簡易水道
事業会計

下水道
事業会計

資金不足比率

経営健全化基準

―

20.0

―標準財政規模 7億 7574 万円

実質赤字
比率

連結実質
赤字比率

実質公債費
比率

将来負担
比率比率区分

早期健全化基準
財政再生基準

-4.55
15.00
20.00

-9.75
20.00
40.00

5.9
25.0
35.0

-7.1
350.0

会計別　歳入・歳出

国民健康保険事業
事 業 勘 定

後期高齢者医療

簡 易 水 道 事 業

下 水 道 事 業

介 護 保 険

国民健康保険事業
診 療 施 設 勘 定

特別会計

一 般 会 計

会 計 名

歳 出 差 引 額

歳 出 差 引 額歳 入

1,599,592,608 1,564,223,361 35,369,247

67,126,190 286,756

150,495,332 31,111,320

18,581,216 1,800

96,523,579 312,507

46,024,484 301,660

94,412,068 8,288,321102,700,389
（8,204,459）
67,412,946
（4,200,000）
181,606,652
（23,563,510）
18,583,016
（7,562,766）
96,836,086
（29,653,394）
46,326,144
（31,000,000）

歳 入
一般会計から
の繰入金

（単位：円）
基金（貯金）

財政調整基金
減債基金
ふるさと創生基金
修学修業基金
智光基金
地域振興基金
国民健康保険高額医療貸付基金
国民健康保険財政調整基金
土地開発基金
農業災害補償基金
中山間ふるさと水と土保全基金
山林造成基金
林業後継者育成基金
村営住宅基金
介護保険財政調整基金
林業振興基金
ふるさと応援基金
森林環境整備促進基金
診療所施設減損積立金

5億 654 万円
127 万円

1億 817 万円
765 万円
500 万円
7350 万円
100 万円
3850 万円
1197 万円
173 万円
616 万円
2412 万円
1681 万円

 3376 万円
3033 万円
736 万円
2691 万円
1751 万円
84 万円

合計　9億 1913 万円
※万円未満四捨五入（合計額と一致するよう一部調整して
います）

村債（全会計借入金）
前年度末未償還元金
令 和 ２ 年 度 借 入 額
令和２年度償還元金
令和２年度末未償還元金

16 億 7124 万円
2億 6126 万円
1億 4388 万円
17 億 8862 万円
※万円未満四捨五入

（単位：％） （単位：％）

村民一人当たりに換算すると

支出
2,366,450 円 / 人
4,482,015 円 / 世帯

村税収入
104,873 円 / 人
198,628 円 / 世帯

（令和３年３月末人口６６１人、世帯数３４９世帯で算出）

公 債 費

議 会 費 47,652 円 議会議員の報酬や議会運営をしていくための経費
総 務 費 489,501 円 事務・管理・企画・選挙などの経費
民 生 費 249,272 円 社会福祉・児童福祉・老人福祉などの経費
衛 生 費 359,193 円 保健衛生事業、環境衛生事業にかかる経費
労 働 費 2,958 円 労働者の退職金などの補助に関する経費
農林水産業費 242,800 円 農業や林業、水産業の振興に関する経費
商 工 費 58,492 円 地場産業の振興や、観光振興に使われる経費
土 木 費 125,134 円 道路や河川、住環境の整備にかかる経費
消 防 費 228,466 円 消防や、水害や地震などのあらゆる災害に対する経費
教 育 費 377,093 円 学校教育、社会教育、保健体育活動などにかかる経費

185,889 円 事業を行ったときの借入金の元金と利子の償還金

※村民一人当たり支出額と一致するよう一部調整しています

歳 出
15 億 6422 万

3361 円

歳 入
15 億 9959 万

2608 円

①

②

③④

⑤

⑥

⑦

⑧
⑨⑩

⑪

①

②

③

④

⑤
⑥
⑦⑧
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黒滝村人権・同和問題
啓発活動推進本部

毎月１１日は

【人権を確かめあう日】

図
書 室 だ よ り

　｢印｣ を結び ｢真言｣ を唱えることで、瞬間移動など６
つの神通力を身につけるとされている密教、密教とはすな
わち ｢秘密の教え｣ を意味しています。密教を日本に伝え
た空海は、その生涯を膨大な伝説で彩られています。この
本では、出生の地である四国の善通寺と高野山と中国長

眠れないほどおもしろい「密教」の謎 /並木伸一郎眠れないほどおもしろい「密教」の謎 /並木伸一郎

安の青龍寺 ( 空海が密教を授かった
寺 ) が ｢北緯３４度１３分｣ で並ん
でおり、そのことに対する大胆な仮
説を掲げています。
　また、日本の歴史を動かした ｢覇
者の陰｣ には、常に怪僧が存在した
ことも詳しく解説しています。この
図書から密教の大いなる謎に是非と
も触れてください。

■ 貸し出し日　   月～金曜日（祝日は休み）
　　　　　　　　 第２、第４日曜日
　　　　　　　　 ( １０月は、１０日・２４日）
■ 貸し出し期間　２週間
※ただし、それ以上になる場合は、教育委員会へ連絡し
　てください。

入 札 結 果

入札工事名 落札者 落札金額
（消費税込）

期間

林 道 御 吉 野 谷 支 線
　 　 　 県 単 林 道 改 良 工 事

株式会社 DaiwaCreate 882,200 円 令和３年１０月１５日まで村道上中戸線水路改修工事

3,590,400 円 令和３年１０月２９日まで

入札日　９月１９日

黒滝村農林トレーニングセンター
屋内運動場非構造部材耐震化工事 伊野工務店株式会社 3,201,000 円 令和３年１２月２４日まで

株式会社メディセオ
奈良南支店 8,470,000 円 令和３年１１月３０日まで

1,793,000 円 令和４年　３月１０日まで

電 子 カ ル テ シ ス テ ム
　 　 　 　 　 　 　 購 入 事 業
黒 滝 村 防 災 マ ッ プ

作 成 業 務 委 託
株式会社ゼンリン
奈良営業所

株式会社 DaiwaCreate

　村内における起業の環境を整
え、定住の促進を図り、地域振興
につなげるため、起業に必要な経
費の一部を補助する事業で、以下
により再募集を行います。
◆再募集期間
　～１０月２９日（金）
※補助事業の採択は審査会にて決
　定し、審査の結果、不採択とな
　る場合がありまます。
※１件の予定とし、今年度内の事
　業執行についての補助となりま
　す。交付（採択）決定後の事業
　実施分が補助対象となります。
◆お問合せ先　企画政策課

令和３年度　起業支援補助
　事業の再募集について 　県下各ハローワークでは、就職を希望する障

害のある方を対象とした就職面接会を開催しま
す。
【北和会場】
◆日時
　１１月２５日（木）午後１時～３時３０分
◆場所
　奈良県コンベンションセンター
（奈良市三条大路１丁目６９１－１）
【中南和会場】
◆日時
　１２月　２日（木）午後１時～３時３０分
◆場所
　奈良県産業会館

ハローワークしょうがいしゃ就職面接会のご案内
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保
健
福
祉
課　

　１１月号から地域おこし協力隊の
　　  コーナーが始まります （大和高田市幸町２番３３号）

※面接会に参加希望の方は、事前にハロー　
　ワークでの求職登録・職業相談を行い、紹
　介状の発行を受けてください。
　また、面接会当日は、身体障害者手帳、療
　育手帳または、精神保健福祉手帳及び履歴
　書（応募する事業所数）をご持参ください。
　なお、この面接会の参加企業などの詳細に
　ついては、最寄りのハローワークにお問合
　せください。
◆お問合せ先
　下市公共職業安定所　求人・職業相談部門
　　☎０７４７－５２－３８６７
ＦＡＸ０７４７－５２－０４０６　

　黒滝村が国の「地域おこし協力隊」制度を導入して
６年。今春あらたに３人が着任し、現役隊員は７人、
ＯＢは８人になりました。
　現隊員のうち６人は黒滝村森林組合で山仕事、もう
１人は「わかすぎふれあいセンター」（旧黒滝中学校）
技術室を拠点に木工支援をしており、主にインター
ネット、（Facebook、Twitter、Instagram）を通じて
情報を発信しています。１１月の文化祭でも活動を紹
介できたら、と計画中です。
　さらに「広報くろたき」で、来月１１月号から、さ
まざまなキーワードを通し日々の活動や隊員の人柄も
紹介していきます。
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村の施設の電話番号
市外局番（0747）

人口・世帯数
（９月１日現在）

　　男　　３１９人　　（－２）
　　女　　３４３人　　（－４）
　　計　　６６２人　　（－６）
　　世帯　３５２世帯　（－２）

役　場　　　　　　   62-2031
　　ＩＰ電話【0747-68-9200
　　　　　　　　　    ～ 9203】 
防災放送電話音声対応サービス
（専用ダイヤル）　     62-9010
教育委員会事務局　   62-2314
　　ＩＰ電話【0747-68-9204】
診療所　　　　　　   62-2747
　　ＩＰ電話【0747-68-9700】
歯科診療所　　　　   62-2621
デイサービスセンター
（社会福祉協議会）      62-2850  
　　ＩＰ電話【0747-68-9023】
こもれびホール　　   62-2280
黒滝駐在所　　　　   62-2034

観光施設に関することは、
　観光施設指定管理者
（株）黒滝森物語村     62-2770

くろたきテレビくろたきテレビ
11ch で放映中11ch で放映中

11ch では、村からの様々な11ch では、村からの様々な
お知らせを掲載していますお知らせを掲載しています
ので、是非ご視聴ください。ので、是非ご視聴ください。

発行　黒滝村役場　〒 638-0292　奈良県吉野郡黒滝村大字寺戸７７番地
℡　0747-62-2031　　　　　　　　　 FAX　0747-62-2569
E-mail　kurotaki@vill.kurotaki.lg.jp　　URL　http://www.vill.kurotaki.nara.jp
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「黒滝村過疎地域持続的発展計画」案の意見募集
（パブリックコメント）の実施結果及び計画策定

　過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づき、
昨今の人口急減に対応しながら財政基盤強化に努めた上で、黒
滝村の持続的発展のための基本方針を定めるため、「黒滝村過
疎地域持続的発展計画」の案を作成し、この計画案について、
広く村民から意見を募集するため令和３年８月２日から８月
１６日までの間、パブリックコメントを実施した結果、意見等
の提出はありませんでした。
　なお、村議会において計画の策定が９月１０日に議決されま
した。
※計画内容を村ホームページでも公表しています。
　役場窓口でも計画の閲覧ができます。
◆お問合せ先　企画政策課　　　

黒滝村地域振興券の使用期限について

　新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として、黒滝村地
域振興券を交付させていただいております。
　使用期限が迫っておりますので、期限内にご使用ください。

使用期限：令和３年１１月３０日使用期限：令和３年１１月３０日

取 扱 店 舗 等

◆お問合せ先　企画政策課


